
▼
宿
泊
税
の
目
的
　
国
内
外
か
ら
選
ば

れ
続
け
る
観
光
地
と
し
て
発
展
し
て

い
く
こ
と
を
目
指
し
、
歴
史
あ
る
温

泉
や
雄
大
な
自
然
環
境
な
ど
多
様
な

観
光
資
源
を
磨
き
上
げ
、
地
域
の
魅

力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振

興
を
図
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
た
め
宿
泊
税
を
導
入
し
ま
す
。

▼
納
税
義
務
者
　
那
須
町
に
所
在
す
る

宿
泊
施
設
（
民
泊
含
む
）
に
宿
泊
す

る
方

▼
税
　
率
　
宿
泊
者
1
人
1
泊
に
つ
き
、

次
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定

め
る
額

※
宿
泊
料
金
は
食
事
代
、
入
湯
税
等
、

消
費
税
を
除
く
素
泊
ま
り
料
金

▼
収
入
見
込
額
　
3
億
円
（
平
年
）

▼
課
税
免
除
　

①
年
齢
12
歳
未
満
の
方

②
修
学
旅
行
そ
の
他
学
校
行
事
に
参
加

す
る
方

▼
徴
収
方
法
　
特
別
徴
収

▼
制
度
の
見
直
し
　
条
例
施
行
3
年
、

以
降
5
年
ご
と
に
制
度
の
あ
り
方
を

検
討
し
ま
す
。

▼
施
行
予
定
　
令
和
8
年
10
月

▼
主
な
使
途

①
観
光
地
の
道
路
整
備
、
登
山
道
お
よ

び
遊
歩
道
の
整
備

②
地
域
内
交
通
の
充
実
（
二
次
交
通
の

整
備
・
充
実
）

③
観
光
案
内
看
板
等
の
整
備
、
観
光
地

W
i
‐
F
i
（
ワ
イ
フ
ァ
イ
）
サ
ー

ビ
ス
の
整
備
、
観
光
案
内
D
X
化
の

推
進

④
宿
泊
税
徴
収
事
務
費
等

宿
泊
税
の
制
度
概
要

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で

皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

▼
閲
覧
場
所
　
税
務
課
、
町
公
式
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
、
町
公
式
L
I
N
E
ア
カ

　
ウ
ン
ト

▼
意
見
書
の
提
出
方
法
　「
意
見
用
紙
」

　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
閲
覧
場
所

　
の
窓
口
に
持
参
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

　
電
子
メ
ー
ル
、
郵
送
、
町
公
式
L
I
N
E

　
ア
カ
ウ
ン
ト
の
「
参
画
」
の
い
ず
れ

　
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
意
見
用
紙
は
閲
覧
場
所
の
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
口
頭
に
よ
る
ご
意
見
の
受
け
付
け
は

で
き
ま
せ
ん
。

▼
提
出
先
　
税
務
課
庶
務
諸
税
係

　
☎
72
‐
6
9
3
6
　

　
　
72
‐
0
9
0
4

　
〒
3
2
9
‐
3
2
9
2

　
那
須
町
大
字
寺
子
丙
3
‐
1
3

【
こ
の
ペ
ー
ジ
の
問
合
せ
先
】

　
税
務
課
庶
務
諸
税
係

　
☎
72
‐
6
9
3
6

　
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

地
域
経
済
活
動
の
縮
小
が
懸
念
さ
れ
る

中
、
交
流
人
口
を
拡
大
さ
せ
、
地
域
経

済
に
大
き
く
貢
献
す
る
観
光
振
興
の
重

要
性
が
よ
り
一
層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
町
が
観
光
客
か
ら
魅
力
的

な
旅
行
先
と
し
て
選
ば
れ
続
け
る
た
め

に
は
、
観
光
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
や
観
光

地
と
し
て
の
魅
力
向
上
が
必
要
で
あ

り
、
持
続
可
能
な
観
光
地
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
に
は
、
安
定
的
な
自
主
財

源
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
昨
年
8
月
に
一
般
社
団
法
人
那
須
町

観
光
協
会
か
ら
宿
泊
税
の
導
入
に
関
す

る
要
望
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

町
で
は
新
た
な
観
光
財
源
と
し
て
宿
泊

税
の
導
入
を
目
指
し
検
討
を
進
め
て
き

ま
し
た
。

　
本
町
が
国
内
外
か
ら
の
観
光
客
に
選

ば
れ
、「
第
4
次
那
須
町
観
光
振
興
計

画
」
に
掲
げ
る
「
世
界
に
通
用
す
る
観

光
地
を
目
指
し
て
」
の
実
現
に
向
け
た

財
源
を
確
保
す
る
た
め
、「
那
須
町
宿

泊
税
条
例
」
を
制
定
し
、
各
種
施
策
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

〇
宿
泊
税
と
は

　
宿
泊
税
は
、
町
内
の
ホ
テ
ル
や
旅
館
、

民
泊
な
ど
に
宿
泊
す
る
場
合
に
、
宿
泊

者
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
金
で
、
条
例

に
基
づ
き
、
使
途
や
税
額
が
定
め
ら
れ

る
法
定
外
目
的
税
で
す
。

宿泊税の導入について
～魅力ある観光地づくり～

宿泊料金が10,000円未満の場合 

宿泊料金が10,000円以上
　　　　　　　　20,000円未満の場合
宿泊料金が20,000円以上
　　　　　　　　30,000円未満の場合
宿泊料金が30,000円以上
　　　　　　　　50,000円未満の場合
宿泊料金が50,000円以上
　　　　　　　 100,000円未満の場合

宿泊料金が100,000円以上の場合

100円

300円

500円

800円

1,500円

3,000円

▼
策
定
中
の
条
例
案
　

・
那
須
町
宿
泊
税
条
例
（
案
）

▼
意
見
を
提
出
で
き
る
方

・
町
内
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
方

・
町
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

　
す
る
方
（
法
人
や
他
の
団
体
を
含
む
）

・
町
に
対
し
納
税
義
務
を
有
す
る
方
（
法

　
人
そ
の
他
の
団
体
を
含
む
）

・
本
条
例
案
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

▼
募
集
期
限
　
3
月
31
日
㈪
必
着

FAXzeim
u@
tow

n.nasu.lg.jp

ホームページ


